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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
川
田
町
五
百
十
七
番
地
　
財
団
法
人
山
梨
県
青
少
年
協
会

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
勤
労
青
年
セ
ン
タ
ー
及
び
山
梨
県
立
青
少
年
会
館
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期

平
成
十
四
年
四
月
一
日

二
　
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
の
額
並
び
に
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
の
合
算

三
　
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名
　
古
屋
俊
仁

住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
緑
が
丘
一
丁
目
十
七
番
九
号

四
　
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
後
に
一
括
払
い
、
必
要
に
応
じ
前
金
払
い

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
北
新
一
丁
目
二
番
十
二
号
　
社
会
福
祉
法
人
山
梨
県
社
会
福
祉
事
業
団

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
か
え
で
荘
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
八
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
三
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

四
月
二
十
五
日

第
千
二
百
八
十
三
号

木　曜　日



の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

北
巨
摩
郡
高
根
町
清
里
字
念
場
原
三
五
四
五
の
五
五
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
五

四
五
の
六
一
五
四
、
三
五
四
五
の
六
四
〇
〇
、
三
五
四
五
の
六
四
〇
一
、
三
五
四
五
の
六
四
二
七
、

三
五
四
五
の
六
四
二
八
、
三
五
四
五
の
六
四
三
〇

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
次
の
図
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
高
根
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
相
生
二
丁
目
七
番
十
七
号
　
社
団
法
人
山
梨
県
労
働
者
福
祉
協
会

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
六
九
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
十
島
字
峠
二
三
一
四
番
の

旧

一
二
・
八
〜

一
八
五
・
五

三
地
先
か
ら

二
七
・
〇

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
十
島
字
峠
二
三
一
〇
番
地

先
ま
で

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
十
島
字
峠
二
三
一
四
番
の

新

一
三
・
六
〜

二
七
二
・
二

三
地
先
か
ら

一
一
〇
・
九

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
十
島
字
峠
二
三
〇
三
番
地

先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
七
号

次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
治
水
課
及
び
峡
中
地
域
振

興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
河
川
の
名
称
　
富
士
川
水
系
　
鎌
田
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
字
鎌
田
川
端
千
五
百
二
十
〇
番
四
地
先
か
ら
千
五

百
二
十
〇
番
七
地
先
ま
で

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量
　
四
百
七
十
九
・
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
円
野
地
区
第
一
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
八
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

二
三
二



三
　
縦
覧
場
所

韮
崎
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
四
年
六
月
十
二
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
円
野
地
区
第
二
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

韮
崎
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
四
年
六
月
十
二
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
円
野
地
区
第
三
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

韮
崎
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
四
年
六
月
十
二
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
円
野
地
区
第
四
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

韮
崎
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
四
年
六
月
十
二
日
ま
で

公
　
　
　
告

�

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
庁
別
館
等
清
掃
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
総
務
部
管
財
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
を
決
定
し
た
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
八
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

二
三
三



平
成
十
四
年
四
月
一
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

甲
府
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
　
山
梨
県
甲
府
市
池
田
一
丁
目
五
番
九
号

五
　
落
札
金
額

千
三
百
十
万
四
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

�

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
庁
県
民
情
報
プ
ラ
ザ
清
掃
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
総
務
部
管
財
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
を
決
定
し
た
日

平
成
十
四
年
四
月
一
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

有
限
会
社
ス
プ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
　
山
梨
県
大
月
市
御
太
刀
一
丁
目
十
一
番
二
十
二
号

五
　
落
札
金
額

五
百
七
十
七
万
五
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

�

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
庁
本
館
及
び
構
内
清
掃
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
総
務
部
管
財
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
を
決
定
し
た
日

平
成
十
四
年
四
月
一
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
甲
府
支
店
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
七
番
十
号

五
　
落
札
金
額

七
百
八
十
七
万
五
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

�

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
敷
島
町
長
塚
字
前
宮
三
五
九
の
一
、
三
五
九
の
三
、
三
五
九
の
四
、
三
五
九
の
五
、
三

五
九
の
六
及
び
三
五
九
の
七

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

水
　
　
路

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
敷
島

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
八
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

二
三
四



町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
百
一
番
地
一
　
有
限
会
社
　
保
泉
商
事
　
代
表
取
締
役
　
小
池
保

�

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
竜
王
町
名
取
字
中
河
原
三
一
三
の
三
、
三
一
四
の
一
、
三
一
五
の
一
、
三
一
六
の
九
、

三
一
六
の
一
五
、
三
一
七
の
一
、
三
一
七
の
二
及
び
三
一
九
の
二

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

水
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
竜
王

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
竜
王
町
名
取
三
百
十
四
番
地
　
宗
教
法
人
　
真
福
寺
　
代
表
役
員
　
須
田
孝
英

�

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
櫛
形

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

監
　
事

名
取
　
健
二

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
吉
田
四
二
六
番
地

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

監
　
事

櫻
田
　
博

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
下
市
之
瀬
一
二
〇
番
平
成
十
四
年
四
月
一
日

地

�

換
地
処
分
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
根
町
長
か
ら
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
地
区
名

高
根
町
下
蔵
原
地
区

二
　
換
地
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
三
年
六
月
七
日

三
　
換
地
処
分
を
し
た
土
地
の
権
利
者
数

六
十
三
人

�

換
地
処
分
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
根
町
長
か
ら
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
地
区
名

高
根
町
五
町
田
地
区

二
　
換
地
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
四
年
三
月
十
四
日

三
　
換
地
処
分
を
し
た
土
地
の
権
利
者
数

百
二
十
三
人公

安
委
員
会

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
八
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

二
三
五



山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

別
表
第
十
中

「

四
、
八
六
六

町
道
テ

北
都
留
郡
上
野
原
町
八
ツ
沢
二
、
五

一

上
野
平
成
一
四
年
四
月

ク
ノ
パ

二
五
番
地
先
（
帝
京
科
学
大
学
北
東

原

四
日

ー
ク
一

側
歩
行
者
用
通
路
前
）

告
示
第
一
八
号

号
線

」

を「

四
、
八
六
六

町
道
テ

北
都
留
郡
上
野
原
町
八
ツ
沢
二
、
五

一

上
野
平
成
一
四
年
四
月

ク
ノ
パ

二
五
番
地
先
（
帝
京
科
学
大
学
北
東

原

四
日

ー
ク
一

側
歩
行
者
用
通
路
前
）

告
示
第
一
八
号

号
線

四
、
八
六
七

町
道
本

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
三
、
三

一

上
野
平
成
一
四
年
四
月

町
奈
須

四
三
番
地
先
（
保
福
寺
別
院
東
側
）

原

二
五
日

部
丸
畑

告
示
第
二
二
号

線

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「

七
五

国
　
道

西
八
代
郡
下
部
町
常

五
、
二
五
〇

高
速
車

四
十

南
部

五
三
・
三

三
〇
〇

葉
二
、
九
二
四
番
地

中
速
車

市
川
・
二
三

号

（
佐
野
一
男
方
）
か

一
〇
号

ら
中
巨
摩
郡
身
延
町

下
山
二
三
一
番
地
の

一
〇
〇
先
（
下
山
運

送
）
ま
で

」

を「

七
五

削
除

南
部
平
成
一
四

市
川
年
四
月
二

五
日

告
示
第
二

二
号

」

に
、

「

七
九

国
　
道

西
八
代
郡
下
部
町
常

五
〇
〇

高
速
車

四
十

市
川
四
九
・
四

三
〇
〇

葉
四
五
八
番
地
先
（

中
速
車

・
一
一

号
線

有
馬
方
）
か
ら
西
八

一
六
号

代
郡
下
部
町
常
葉
二

、
八
七
一
番
地
先
（

神
宮
寺
方
）
ま
で

」

を「

七
九

削
除

市
川
平
成
一
四

年
四
月
二

五
日

告
示
第
二

二
号

」

に
、

「

五
〇
一

国
　
道

西
八
代
郡
下
部
町
中

一
三
、
四
八

車
　
両

四
〇

市
川
平
一
二
・

三
〇
〇

之
倉
二
、
九
二
六
番

五

（
原
付

富
士
二
・
三

号

地
先
（
中
之
倉
ト
ン

・
け
ん

吉
田
告
示

ネ
ル
東
側
）
か
ら
西

引
�
�

第
六
号

八
代
郡
下
部
町
北
川

を
除
く

一
、
八
四
一
番
地
の

。）

三
先
（
長
塩
ト
ン
ネ

ル
西
側
入
口
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

を「

五
〇
一

削
除

市
川
平
成
一
四

富
士
年
四
月
二

吉
田
五
日

告
示
第
二

二
号

」

に
、

「

五
〇
二

国
　
道

西
八
代
郡
下
部
町
常

一
、
三
五
〇

車
　
両

三
十

市
川
五
三
・
三

三
〇
〇

葉
三
二
二
番
地
先
（

・
二
三

号
線

下
部
自
動
車
整
備
工

一
〇
号

場
）
か
ら
西
八
代
郡
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梨
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下
部
町
常
葉
二
、
九

二
四
番
地
先
（
佐
野

一
男
方
）
ま
で

」

を「

五
〇
二

国
道
三

西
八
代
郡
下
部
町
常

一
、
三
五
〇

車
両（

三
〇

市
川
平
成
一
四

〇
〇
号

葉
二
八
一
番
地
先
（

け
ん
引

年
四
月
二

（
旧
道

望
月
敦
方
北
側
交
差

�
を
除

五
日

）

点
）
か
ら
西
八
代
郡

く
。）

告
示
第
二

県
道
甲

下
部
町
常
葉
二
、
九

二
号

斐
常
葉

二
四
番
地
先
（
杉
之

停
車
場

木
橋
西
詰
交
差
点
）

線

ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
二

国
　
道

西
八
代
郡
下
部
町
北

四
、
五
四
〇

車
　
両

五
〇

市
川
平
一
〇
・

五
三

三
〇
〇

川
一
、
八
四
一
番
地

（
原
付

四
・
三
〇

号

の
三
先
（
長
塩
ト
ン

・
け
ん

告
示

ネ
ル
東
側
入
口
交
差

引
�
�

第
二
二
号

点
）
か
ら
西
八
代
郡

�
を
除

下
部
町
常
葉
三
、
二

く
。）

〇
六
番
地
先
（
常
葉

バ
イ
パ
ス
南
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

を「

一
、
二

削
除

市
川
平
成
一
四

五
三

年
四
月
二

五
日

告
示
第
二

二
号

」

に
、

「

一
、
三

国
　
道

西
八
代
郡
下
部
町
中

一
、
五
七
〇

車
　
両

四
〇

市
川
平
一
〇
・

七
一

三
〇
〇

之
倉
一
九
三
番
地
先

（
原
付

四
・
三
〇

号
（
旧

（
古
関
バ
イ
パ
ス
と

・
け
ん

告
示

道
）

の
交
差
部
）
か
ら
西

引
�
�

第
二
二
号

八
代
郡
下
部
町
古
関

を
除
く

五
一
五
番
地
の
一
先

。）

（
古
関
バ
イ
パ
ス
と

の
交
差
部
）
ま
で
の

両
側

」

を「

一
、
三

国
道
三

西
八
代
郡
下
部
町
中

一
、
五
七
〇

車
両
（

四
〇

市
川
平
成
一
四

七
一

〇
〇
号

之
倉
一
九
三
番
地
先

原
付
・

年
四
月
二

（
旧
道
）
（
中
之
倉
橋
東
側
交

け
ん
引

五
日

差
点
）
か
ら
西
八
代

�
�
を

告
示
第
二

郡
下
部
町
古
関
五
一

除
く
。）

二
号

五
番
地
の
一
先
（
古

関
橋
西
側
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
五

国
　
道

西
八
代
郡
上
九
一
色

四
、
三
〇
〇

車
　
両

五
〇

富
士
平
一
二
・

〇
二

三
〇
〇

村
本
栖
二
一
六
番
地

（
原
付

吉
田
二
・
三

号

先
（
本
栖
交
差
点
）

・
け
ん

告
示

か
ら
西
八
代
郡
下
部

引
�
�

第
六
号

町
中
之
倉
二
、
九
二

�
を
除

六
番
地
先
（
中
之
倉

く
。）

ト
ン
ネ
ル
東
側
）
ま

で
の
両
側

」

を「

一
、
五

国
道
三

西
八
代
郡
上
九
一
色

四
、
七
〇
〇

車
両
（

五
〇

富
士
平
成
一
四

〇
二

〇
〇
号

村
本
栖
二
一
六
番
地

原
付
・

吉
田
年
四
月
二

先
（
本
栖
交
差
点
）

け
ん
引

五
日

か
ら
西
八
代
郡
下
部

�
�
�

告
示
第
二

町
中
之
倉
二
、
九
二

を
除
く

二
号

六
番
地
先
（
中
之
倉

。）

ト
ン
ネ
ル
東
側
）
ま

で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
五

県
道
今

中
巨
摩
郡
白
根
町
在

八
〇

車
両
（

三
〇

小
笠
平
成
一
四

五
〇

諏
訪
北

家
塚
五
二
〇
番
地
先

け
ん
引

原

年
四
月
四

村
線

（
白
根
イ
ン
タ
ー
入

�
を
除

日

口
交
差
点
）
か
ら
中

く
。）

告
示
第
一

巨
摩
郡
白
根
町
在
家

八
号

塚
五
五
六
番
地
の
二

先
（
中
部
横
断
自
動

車
道
白
根
イ
ン
タ
ー

料
金
所
南
側
）
ま
で

の
両
側

」

を
、
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梨
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「

一
、
五

県
道
今

中
巨
摩
郡
白
根
町
在

八
〇

車
道（

三
〇

小
笠
平
成
一
四

五
〇

諏
訪
北

家
塚
五
二
〇
番
地
先

け
ん
引

原

年
四
月
四

村
線

（
白
根
イ
ン
タ
ー
入

�
を
除

日

口
交
差
点
）
か
ら
中

く
。）

告
示
第
一

巨
摩
郡
白
根
町
在
家

八
号

塚
五
五
六
番
地
の
二

先
（
中
部
横
断
自
動

車
道
白
根
イ
ン
タ
ー

料
金
所
南
側
）
ま
で

の
両
側

一
、
五

国
道
三

西
八
代
郡
下
部
町
中

八
、
〇
〇
〇

車
両（

四
〇

市
川
平
成
一
四

五
一

〇
〇
号

之
倉
二
、
九
二
六
番

原
付
・

富
士
年
四
月
二

地
先
（
中
之
倉
ト
ン

け
ん
引

吉
田
五
日

ネ
ル
東
側
）
か
ら
西

�
�
を

告
示
第
二

八
代
郡
下
部
町
中
之

除
く
。）

二
号

倉
一
九
三
番
地
先
（

中
之
倉
橋
東
側
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

一
、
五

国
道
三

西
八
代
郡
下
部
町
中

八
、
八
〇
〇

車
両（

五
〇

市
川
平
成
一
四

五
二

〇
〇
号

之
倉
一
九
三
番
地
先

原
付
・

年
四
月
二

（
中
之
倉
橋
東
側
交

け
ん
引

五
日

差
点
）
か
ら
西
八
代

�
�
�

告
示
第
二

郡
下
部
町
常
葉
三
、

を
除
く

二
号

二
〇
六
番
地
先
（
常

。）

葉
バ
イ
パ
ス
南
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

一
、
五

国
道
三

西
八
代
郡
下
部
町
常

四
、
五
一
〇

車
両（

四
〇

南
部
平
成
一
四

五
三

〇
〇
号

葉
三
、
二
〇
六
番
地

原
付
・

市
川
年
四
月
二

先
（
常
葉
バ
イ
パ
ス

け
ん
引

五
日

南
交
差
点
）
か
ら
南

�
�
を

告
示
第
二

巨
摩
郡
身
延
町
下
山

除
く
。）

二
号

二
三
一
番
地
の
九
九

先
（
上
沢
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

一
、
五

国
道
三

西
八
代
郡
下
部
町
常

三
七
〇

車
両（

四
〇

市
川
平
成
一
四

五
四

〇
〇
号

葉
二
、
九
二
四
番
地

け
ん
引

年
四
月
二

（
旧
道
）
先
（
杉
之
木
橋
西
詰

�
�
を

五
日

交
差
点
）
か
ら
西
八

除
く
。）

告
示
第
二

代
郡
下
部
町
常
葉
三

二
号

、
二
〇
六
番
地
先
（

常
葉
バ
イ
パ
ス
南
交

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
中

「

五
六

国
　
道

西
八
代
郡
下
部
町
常
葉

五
、
二
五
〇

車
両

終
日

南
部
五
三
・
三

三
〇
〇

二
、
九
二
四
番
地
先
（

市
川
・
二
三

号
線

佐
野
一
男
方
）
か
ら
南

一
〇
号

巨
摩
郡
身
延
町
下
山
二

三
一
番
地
の
一
〇
〇
先

（
下
山
運
送
）
ま
で
の

両
側

」

を「

五
六

削
除

南
部
平
成
一
四

市
川
年
四
月
二

五
日

告
示
第
二

二
号

」

に
、

「

二
二
二

国
　
道

西
八
代
郡
上
九
一
色
村

二
一
、
八
〇

車
両

終
日

市
川
平
一
〇
・

三
〇
〇

本
栖
二
一
六
番
地
先
（

五
　
　
　
　
　
　

四
・
三
〇

号

本
栖
交
差
点
）
か
ら
西

告
示

八
代
郡
下
部
町
常
葉
三

第
二
二
号

、
二
〇
六
番
地
先
（
常

葉
バ
イ
パ
ス
南
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

を「

二
二
二

削
除

市
川
平
成
一
四

年
四
月
二

五
日

告
示
第
二

二
号

」

に
、

「

三
八
五

国
　
道

西
八
代
郡
下
部
町
中
之

八
〇
〇

車
両

終
日

市
川
平
一
〇
・

三
〇
〇

倉
一
九
三
番
地
先
（
古

四
・
三
〇

号
（
旧

関
バ
イ
パ
ス
起
点
部
と

告
示

道
）

の
交
差
部
）
か
ら
西
八

第
二
二
号

代
郡
下
部
町
古
関
五
一

五
番
地
の
一
先
（
古
関

バ
イ
パ
ス
終
点
部
と
の

交
差
部
）
ま
で
の
両
側

」

を
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「

三
八
五

削
除

市
川
平
成
一
四

年
四
月
二

五
日

告
示
第
二

二
号

」

に
、

「

四
三
一

県
道
韮

韮
崎
市
円
野
町
入
戸
野

九
三
〇

車
両

終
日

韮
崎
平
成
一
三

崎
櫛
形

一
、
二
四
九
番
地
先
（

年
六
月
七

豊
富
線

戸
沢
橋
南
方
約
一
〇
〇

日

メ
ー
ト
ル
）
か
ら
韮
崎

告
示
第
二

市
円
野
町
入
戸
野
九
八

三
号

六
番
地
先
（
唐
沢
橋
北

方
約
一
三
〇
メ
ー
ト
ル

）
ま
で
の
両
側

」

を「

四
三
一

県
道
韮

韮
崎
市
円
野
町
入
戸
野

九
三
〇

車
両

終
日

韮
崎
平
成
一
三

崎
櫛
形

一
、
二
四
九
番
地
先
（

年
六
月
七

豊
富
線

戸
沢
橋
南
方
約
一
〇
〇

日

メ
ー
ト
ル
）
か
ら
韮
崎

告
示
第
二

市
円
野
町
入
戸
野
九
八

三
号

六
番
地
先
（
唐
沢
橋
北

方
約
一
三
〇
メ
ー
ト
ル

）
ま
で
の
両
側

四
三
二

国
道
三

西
八
代
郡
上
九
一
色
村

二
六
、
〇
一

車
両

終
日

南
部
平
成
一
四

〇
〇
号

本
栖
二
一
六
番
地
先
（

〇

市
川
年
四
月
二

本
栖
交
差
点
）
か
ら
南

富
士
五
日

巨
摩
郡
身
延
町
下
山
二

吉
田
告
示
第
二

三
一
番
地
の
九
九
先
（

二
号

上
沢
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

四
三
三

国
道
三

西
八
代
郡
下
部
町
中
之

一
、
五
七
〇

車
両

終
日

市
川
平
成
一
四

〇
〇
号

倉
一
九
三
番
地
先
（
中

年
四
月
二

（
旧
道
）
之
倉
橋
東
側
交
差
点
）

五
日

か
ら
西
八
代
郡
下
部
町

告
示
第
二

古
関
五
一
五
番
地
の
一

二
号

先
（
古
関
橋
西
側
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

四
三
四

国
道
三

西
八
代
郡
下
部
町
常
葉

三
七
〇

車
両

終
日

市
川
平
成
一
四

〇
〇
号

二
、
九
二
四
番
地
先
（

年
四
月
二

（
旧
道
）
杉
之
木
橋
西
詰
交
差
点

五
日

）
か
ら
西
八
代
郡
下
部

告
示
第
二

町
常
葉
三
、
二
〇
六
番

二
号

地
先
（
常
葉
バ
イ
パ
ス

南
交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「

二
二
九

国
　
道

西
八
代
郡
下
部
町

六
、
六
〇
〇

車
両

終
日

南
部

五
三
・
三

三
〇
〇

常
葉
三
二
二
番
地

市
川

・
二
三

号
線

先
（
下
部
自
動
車

一
〇
号

整
備
工
場
）
か
ら

南
巨
摩
郡
身
延
町

下
山
二
三
一
番
地

の
一
〇
〇
先
（
下

山
運
送
）
ま
で
の

両
側

」

を「

二
二
九

削
除

南
部

平
成
一
四

市
川

年
四
月
二

五
日

告
示
第
二

二
号

」

に
、

「

二
九
三

国
　
道

西
八
代
郡
上
九
一
　
二
一
、
八
〇

車
両

終
日

市
川

平
一
〇
・

三
〇
〇

色
村
本
栖
二
一
六

五

富
士

四
・
三
〇

号

番
地
先
（
本
栖
交

吉
田

告
示

差
点
）
か
ら
西
八

第
二
二
号

代
郡
下
部
町
常
葉

三
、
二
〇
六
番
地

先
（
常
葉
バ
イ
パ

ス
南
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

を「

二
九
三

削
除

市
川

平
成
一
四

富
士

年
四
月
二

吉
田

五
日

告
示
第
二

二
号

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
八
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

二
三
九



に
、

「

一
、
一
三
五

国
　
道

西
八
代
郡
下
部
町

一
、
四
三
〇

車
両

終
日

市
川

平
六
・
三

三
〇
〇

古
関
五
一
五
番
地

・
一
七

号
（
古

の
一
先
（
古
関
バ

告
示

関
バ
イ

イ
パ
ス
古
関
橋
西

第
一
四
号

パ
ス
）

側
交
差
点
）
か
ら

西
八
代
郡
下
部
町

中
之
倉
一
九
三
番

地
先
（
古
関
バ
イ

パ
ス
中
之
倉
橋
東

側
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

を「

一
、
一
三
五

削
除

市
川

平
成
一
四

年
四
月
二

五
日

告
示
第
二

二
号

」

に
、

「

一
、
二
八
三

市
道

甲
府
市
善
光
寺
一

一
四
三

車
両

終
日

甲
府

平
成
一
四

丁
目
四
番
一
二
号

年
一
月
三

先
（
雨
宮
百
百
行

一
日

方
東
方
大
円
新
橋

告
示
第
四

西
詰
）
か
ら
甲
府

号

市
善
光
寺
一
丁
目

四
番
二
九
号
先
（

米
良
方
東
側
丁
字

路
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

を「

一
、
二
八
三

市
道

甲
府
市
善
光
寺
一

一
四
三

車
両

終
日

甲
府

平
成
一
四

丁
目
四
番
一
二
号

年
一
月
三

先
（
雨
宮
百
百
行

一
日

方
東
方
大
円
新
橋

告
示
第
四

西
詰
）
か
ら
甲
府

号

市
善
光
寺
一
丁
目

四
番
二
九
号
先
（

米
良
方
東
側
丁
字

路
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

一
、
二
八
四

国
道
三

西
八
代
郡
上
九
一

二
六
、
〇
一

車
両

終
日

南
部

平
成
一
四

〇
〇
号

色
村
本
栖
二
一
六

〇

市
川

年
四
月
二

番
地
先
（
本
栖
交

富
士

五
日

差
点
）
か
ら
南
巨

吉
田

告
示
第
二

摩
郡
身
延
町
下
山

二
号

二
三
一
番
地
の
九

九
先
（
上
沢
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

一
、
二
八
五

国
道
三

西
八
代
郡
下
部
町

一
、
五
七
〇

車
両

終
日

市
川

平
成
一
四

〇
〇
号

中
之
倉
一
九
三
番

年
四
月
二

（
旧
道
）
地
先
（
中
之
倉
橋

五
日

東
側
交
差
点
）
か

告
示
第
二

ら
西
八
代
郡
下
部

二
号

町
古
関
五
一
五
番

地
の
一
先
（
古
関

橋
西
側
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

一
、
二
八
六

国
道
三

西
八
代
郡
下
部
町

一
、
七
二
〇

車
両

終
日

市
川

平
成
一
四

〇
〇
号

常
葉
二
八
一
番
地

年
四
月
二

（
旧
道
）
先
（
望
月
敦
方
北

五
日

側
交
差
点
）
か
ら

告
示
第
二

県
道
甲

西
八
代
郡
下
部
町

二
号

斐
常
葉

常
葉
三
、
二
〇
六

停
車
場

番
地
先
（
常
葉
バ

線

イ
パ
ス
南
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
八
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

二
四
〇



申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

ア
イ
ジ
ー
テ
ィ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式

回
胴
式
遊
技
機

マ
リ
リ
ン

ア
イ
ジ
ー

二
四
〇
〇
八
一

会
社
　
代
表
取
締
役
　
ス
コ
ッ
ト

規
則
第
六
条
第

テ
ィ
ー
ジ

・
ウ
ィ
ン
ゼ
ラ
ー

二
号
（
別
表
第

ャ
パ
ン
株

東
京
都
港
区
愛
宕
一
丁
目
三
番
四

五
）

式
会
社

号
愛
宕
東
洋
ビ
ル
七
階

高
砂
電
器
産
業
株
式
会
社
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

ド
リ
ー
ム

高
砂
電
器

二
四
〇
〇
四
一

取
締
役
　
石
井
治
夫

規
則
第
六
条
第

セ
ブ
ン
ア

産
業
株
式

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
船
場
二

二
号
（
別
表
第

ル
フ
ァ
Ｘ

会
社

丁
目
九
番
一
四
号

五
）

高
砂
電
器
産
業
株
式
会
社
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

ド
リ
ー
ム

高
砂
電
器

一
四
〇
六
二
一

取
締
役
　
石
井
治
夫

規
則
第
六
条
第

セ
ブ
ン
ア

産
業
株
式

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
船
場
二

二
号
（
別
表
第

ル
フ
ァ

会
社

丁
目
九
番
一
四
号

五
）

高
砂
電
器
産
業
株
式
会
社
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

ド
リ
ー
ム

高
砂
電
器

二
四
〇
〇
六
七

取
締
役
　
石
井
治
夫

規
則
第
六
条
第

セ
ブ
ン
Ｓ

産
業
株
式

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
船
場
二

二
号
（
別
表
第

Ｐ

会
社

丁
目
九
番
一
四
号

五
）

高
砂
電
器
産
業
株
式
会
社
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

ウ
イ
ン
ク

高
砂
電
器

二
四
〇
〇
六
八

取
締
役
　
石
井
治
夫

規
則
第
六
条
第

ル
Ｒ

産
業
株
式

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
船
場
二

二
号
（
別
表
第

会
社

丁
目
九
番
一
四
号

五
）

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
〇
一
一
五

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
バ

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

イ
キ
ン
グ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｓ
Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

フ
ィ
ー
バ

株
式
会
社

二
〇
〇
一
一
〇

毒
島
秀
行

機

ー
パ
チ
リ

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

ー
グ
Ｄ
Ｘ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
バ
ル
テ
ッ
ク
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

イ
ン
ゴ
ッ

株
式
会
社

二
四
〇
〇
六
一

締
役
　
中
野
純
弘

規
則
第
六
条
第

ト

バ
ル
テ
ッ

大
阪
府
大
阪
市
北
区
本
庄
東
一
丁

二
号
（
別
表
第

ク

目
一
番
一
〇
号

五
）

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ダ
イ

株
式
会
社

二
二
〇
一
〇
八

締
役
　
新
井
悠
司

機

ナ
マ
イ
ト

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

キ
ュ
ー
テ

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
ロ
（
別
表

ィ
ー
Ｌ

第
三
）

第
三
種
特
別
電

動
役
物

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
八
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
二
十
五
日

二
四
一
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成
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五
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二
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